
番号 小学校名及び通し番号 要対策箇所名等 通学路の状況・様子 事業主体 対策内容（令和８年２月時点） 実施状況

1 燕東小学校　R7-①
中ノ口川の朝日大橋、佐渡橋
車の通りが激しく吹き付ける風が強く危険

両方の橋とも車の通りが激しいと共に、吹き付ける風が
強く冬期は更に危険で、佐渡橋は歩道も狭いため、車道
と歩道の間にガードレールや防風柵等の設置を要望

道路管理者(県、市)
朝日大橋及び佐渡橋ともガードレールや防風柵等の設置は
構造的にできないため、学校での安全指導継続。通学路の
注意喚起看板設置済み。

対策済

2 燕北小学校　R7-①
東太田1238-2（中央通5の3）
灰方交差点付近の歩道

歩道側の用水路に蓋がなく、積雪時は特に分かりにくく
水量も増え流れが速くなるため、蓋の設置を要望

道路管理者（市）
用水路の維持管理に支障があり設置は難しい。学校での安
全指導継続。

対策済

3 大関小学校　R7-①
大曲429　大関小学校前
7：30～8：00時間帯指定方向外進行禁止の道
路

道路幅は広くないが朝夕と交通量が多いため、速度や
通学路などの注意喚起の表示や大きな看板の設置を要
望（一方通行の標識が分かりづらい）

警察
市生活環境課

標識は明確に設置されており、移設や補修の必要はない。
通学路の注意喚起看板設置済み。

対策済

4 大関小学校　R7-②
水道町三丁目71-1　戸隠宮付近
用水路に面し柵がなく、幅が狭く歩道もない道
路

用水路との間に全く柵がない道路（Ａ）、また、民家入り
口と用水路の間に柵がない道路（Ｂ）は朝夕とも車の通
行量が多くあり、児童が車を避けようとした際の用水路
転落を防ぐため、柵の設置を要望

道路管理者（市）
用水路の維持管理に支障があり設置は難しい。学校での安
全指導継続。

対策済

5 小中川小学校　R7-①
花園町4236-4　小中川小学校前
ガードレールのない道路

歩道が狭く特に朝の通勤時間帯はスピードを出す車が
多いため、ガードレール及び速度違反取り締まりの看板
設置が必要。また、警察の巡視（特に朝）を要望

警察
市生活環境課

道路管理者（市）

北側は幅員が狭く歩道除雪が困難になること、また、南側は
人家連坦部であり車両出入り口が多数あることから、当該
箇所のガードレール設置は難しい。通学路の注意喚起看板
設置済み。
警察は警ら・取締りの継続、強化で対応したい。

対策済

6 吉田小学校　R7-①
吉田弥生町625-2　吉田小学校前交差点（弥生
町側）
用水路の蓋の穴

雪が積もると穴が見えなくなり、穴に足をとられ長靴を用
水路に流した児童がいたため、穴のない蓋への布設替
えを要望

道路管理者（市）
三角コーン及びコーンウェイトを設置し穴を塞ぐ対策を実施
済み。

対策済

7 吉田小学校　R7-②
吉田本所118-2　ファミリーマート脇の用水路
隙間の大きいフェンス

人が入る隙間のあるフェンスが設置されているため、隙
間を塞ぐフェンス等の設置を要望

道路管理者（市）
隙間を塞ぐための対策として道路に面している箇所に視線
誘導標の設置を検討。

継続

8 吉田小学校　R7-③
吉田本町3960　吉田文京町の住宅街と田んぼ
の間の用水路
フェンスがない。

隙間のないフェンス設置を要望 道路管理者（市） 視線誘導標が未設置の箇所があるため増設を検討。 継続

9 吉田南小学校　R7-①
吉田東栄町3297-1　カンダストアー付近交差点
横断歩道がなく 「止まれ」表示が塗装劣化

横断歩道の設置を要望
路面の「止まれ」表示が消えかかっており再塗装を要望

警察
市生活環境課

歩行者溜まりがないことから、現在の道路環境では横断歩
道の設置は難しい。現在、県警では路面上の止まれ図示の
補修は原則していない。
交差点付近に注意喚起看板設置済み。

対策済

10 分水北小学校　R7-①
中島723　燕市指定文化財の原田家住宅
崩れそうな門の雨樋

児童が軒下を歩く時に危ないため、安全確保として修復
を要望

市社会教育課
家屋の所有者に対応を依頼し、崩れそうな雨樋は撤去済
み。

対策済

11 分水北小学校　R7-②
長辰7128-3　県道新潟寺泊線
カーブで見通しの悪い２箇所の横断歩道

長辰バス停前（Ａ）及びくるまやカワカミ前（Ｂ）に横断歩
道はあるが、交通量に加えスピードを出す車も多いた
め、信号機（押ボタン）設置を要望

警察

歩行者溜まりがないことから、現在の道路環境では押しボタ
ン信号機は設置できない。
スクールバスの乗下車位置の配慮により、児童が横断歩道
を渡らなくてよいよう対応済み。

対策済
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12 分水小学校　R7-①
分水弥生町162　梨本鈑金前の交差点
横断歩道が県道にあるが市道にはない

県道五千石巻新潟線に横断歩道はあるが、スピードを
出す車が多い交差点であり、市道側にも砂子塚方面か
ら分水弥生町方面に向かう児童が渡れる横断歩道の設
置を要望

警察
市生活環境課

当該箇所には歩道の縁石があり、歩行者の横断の障がいと
なっており、縁石及び歩道の切下げが必要なため、現状の
道路環境では横断歩道の設置は難しい。
通学路の注意喚起看板設置済み。

対策済

13 分水小学校　R7-②
新興野2017-2　しまむら分水店付近の道路
広くて深めの用水路に溝蓋がなく危険

溝蓋の設置を要望 道路管理者（市）
用水路の維持管理に支障があり設置は難しい。学校での安
全指導継続。

対策済

14 島上小学校　R7-①
熊森164-1　熊森公会堂前から勝誓寺前の道路
歩道のない狭い道路の側溝に蓋がない。

車をよけながら側溝ぎりぎりの道路を歩いているため、
転落防止策や側溝蓋の設置を要望

道路管理者（市）
用水路の維持管理に支障があること、及び敷設されている
用水路の構造から設置は難しい。学校での安全指導継続。

対策済

15 島上小学校　R7-②
横田540-1　島上保育園脇道路
舗装が崩れ脇の用水路が深く狭い道路

舗装の崩れ及び車両通行時は歩行に支障があるため、
道路の舗装修復を、また安全対策として通学時間帯の
車両侵入禁止を要望

警察
道路管理者（市）

朝の通学時間帯は既に自転車歩行者専用の規制がなされ
ている。
道路の舗装が崩れた箇所は、舗装修繕工事を施工済み。

対策済

16 燕中学校　R7-①
秋葉町四丁目5336-2　燕中学校グラウンド西側
交差点
一時停止を止まらない車があり危険

北から南に抜ける道側に一時停止の標識及び停止線が
あるが、止まらずにいく車があり事故の危険があるた
め、警察の取り締まり強化及び安全ミラーの増設を要望

警察
道路管理者（市）

当該交差点の劣化していた「止まれ」の一時停止標識を、新
品の標識に交換設置済み。警察では警ら・取締りを継続、強
化したい。
加えて、交差点にカーブミラーを増設予定。

対策済

17 燕北中学校　R7-①
三王渕1620-4　高速道路沿線
長岡方面から県道新津茨曽根燕線に合流する
道路の横断歩道

長岡方面から左折する際、工場の植木で見通しが悪く、
横断歩道の歩行者を確認できない、また、一時停止線の
手前に横断歩道があるため、道路の見通しの改善及び
停止線の位置の見直しを要望

警察
市生活環境課

横断歩道を通過後に、指定方向外に進行のできない道路の
ため一時停止規制がなされている。道路の構造上やむを得
ないことから、停止線の位置の見直しは不可。
見通しを悪くする要因のスピード出し過ぎ抑止のため、通学
路の注意喚起看板設置済み。

対策済

18 分水中学校　R7-①
中諏訪1858-1　弥彦街道踏切から中学校方面
に向かう道路
交差点が変形５差路で道幅が狭い

変形５差路のうえに道幅が非常に狭く、車のすれ違い時
に大変危険なため、7：30～8：30の通学時間帯に一方通
行規制を要望

警察
市生活環境課

新たな一方通行規制には地域住民の総意が必要であり、規
制実施や一方通行の方向等の決定材料となる。総意を得て
からの判断となるが、現在の道路環境では標識の設置場所
がなく、一方通行の規制の実施は難しい。
通学路の注意喚起看板設置。学校での安全指導継続。

対策済



対策内容

燕東小学校 1 1 0

燕西小学校 0 0 0

燕南小学校 0 0 0

燕北小学校 1 1 0

小池小学校 0 0 0

大関小学校 2 2 0

小中川小学校 1 1 0

燕中学校 1 1 0

小池中学校 0 0 0

燕北中学校 1 1 0

粟生津小学校 0 0 0

吉田小学校 3 1 2

吉田南小学校 1 1 0

吉田北小学校 0 0 0

吉田中学校 0 0 0

分水北小学校 2 2 0

分水小学校 2 2 0

島上小学校 2 2 0

分水中学校 1 1 0

燕地区 7 7 0

・注意喚起看板の設置
・警察による警ら・取締りの継続、強化
・「止まれ」の一時停止標識を新品に交換設置
・交差点にカーブミラーを増設予定
・児童への安全指導の実施　等

燕市通学路交通安全プログラム　要対策箇所数　【令和７年度 合同点検による要対策箇所】

地区 要対策箇所 対策済 対策継続箇所

・注意喚起看板の設置
・用水路蓋に三角コーン設置

分水地区 7 7 0

・家屋の崩れそうな雨樋撤去
・注意喚起看板の設置
・舗装が崩れた道路の舗装修繕工事
・児童生徒への安全指導の実施　等

合計 18 16 2

吉田地区 4 2 2


